
 
 
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 
 

第９回建設･産業小委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   日 時 ： 平成１４年１２月１１日（水） 
 

     場 所 ： 網野町 あみの図書館  
  

 
 



 
次  第 

 
 
 
１ 開 会 
 
 
２ 議 題 
 
 
（１）協議第１号 ７     農業委員会の定数及び任期の取扱いに関すること 
 
（２）協議第２号 １９－２８ 農林水産事業の取扱い（その７） 
 
（３）協議第３号 １９－２９ 商工観光事業の取扱い（その５） 
 
（４）次回の議題について 
 
 ・ 協定項目の協議について 
 
（５）次回の小委員会の予定について 
 
   第９回建設・産業小委員会 
    日 時：平成１５年１月１６日（木）午後１時３０分から 

     場 所：久美浜町 福祉センター 会議室 
 
３ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 現在の農業委員の定数及び任

期 

 

 

 

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１６名 

 選挙委員 １５名 

 選任委員  ５名 

   議会推薦  ３名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１３年９月２４日 

   ～平成１６年９月２３日 

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１６名 

 選挙委員 １６名 

 選任委員  ７名 

   議会推薦  ５名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１４年７月２０日 

   ～平成１７年７月１９日

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１６名 

 選挙委員 １５名 

 選任委員  ４名 

   議会推薦  ２名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１３年６月５日 

   ～平成１６年６月４日 

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１５名 

 選挙委員 １４名 

 選任委員  ５名 

   議会推薦  ３名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１４年１月１８日 

   ～平成１７年１月１７日

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１６名 

 選挙委員 １６名 

 選任委員  ５名 

   議会推薦  ３名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１４年７月２０日 

   ～平成１７年７月１９日

 

 

 

①委員の定数等 

 

選挙委員定数１６名 

 選挙委員 １６名 

 選任委員  ７名 

   議会推薦  ５名 

   農協推薦  １名 

   共済推薦  １名 

 

②任期 

 

平成１３年３月１２日 

   ～平成１６年３月１１日 

 

 
市町村合併に伴う農業委員会の取扱い（新設合併の場合） 

選  挙  委  員 

区     分 

選出方法等 定  数 任  期 

選任委員 
備 考 

（要件等） 

備 考 

（根拠法令） 

原則 新たに選挙 条例で定める数 ３年 新たに選任  農業委員会等に関する法律第 3

条、第7条、第15条における各第

１項 

合併後の新市町村に１つの農業委員会を

置く場合 

在任特例 

 

存続。ただし右記の定数を超

えるときは、選挙委員全員で

互選 

協議により８０を超えず１０を

下らない範囲で定めた数 

合併後１年を越えない範囲

で協議で定める期間 

新たに選任  農業委員会等に関する法律第3条

第１項、市町村の合併の特例に関

する法律第8条第１項、第２項 

原則 各委員会ごとに選挙 各委員会ごとに条例で定める数 ３年 新たに選任 新市町村の区域面積

24,000ｈａまたは、農地

面積7,000ｈａを超える

こと 

農業委員会等に関する法律第 34

条第１項、第7条第１項、第15条

第１項 

従前の区域と異

なった区域ごと

に委員会を置く

場合 

在任特例 存続。ただし、右記の定数を

超えるときは選挙委員全員で

互選 

 

協議により８０を超えず１０を

下らない範囲で定めた数 

合併後１年を越えない範囲

で協議で定める期間 

新たに選任 新市町村の区域面積

24,000ｈａまたは、農地

面積7,000ｈａを超える

こと 

農業委員会等に関する法律第 34

条第１項、市町村の合併の特例に

関する法律第8条第3項 

合併後の新市町村

に２以上の農業委

員会を置く場合 

従前の区域ごと

に委員会を置く

場合 

特例 従前の町の委員は、それぞれ

新委員会の委員となって存続

従前の定数 従前の各委員会の委員の残

任期間 

従前の町の委員は、それ

ぞれ新委員会の委員と

なって存続 

新市町村の区域面積

24,000ｈａまたは、農地

面積7,000ｈａを超える

こと 

農業委員会等に関する法律第 34

条第１項、第２項 

 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

（案） 

 農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に１つの農業委員会を置き、６町の農業委員会の選挙による委

員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後３箇月間引続き新

市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

 ただし、引き続き合併後の新市の選挙委員として在任する委員は３０人とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①合併後の新市に、１つの農業委員会を置く。 

②合併後の新市に、複数の農業委員会を置く。 

２つの選択があり、それぞれに、選挙委員の在任特例等を使う、使わない等の選択肢がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 選挙区の設置につ

いて 

選挙区の設置 

 
 
市町村長は、農業委員会の選挙

による委員の選挙につき、特に必

要があると認めるときは、政令で

定める基準に従い、条例で、農業

委員会の区域を分けて二以上の

選挙区を設けることができる。 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

    選挙区の委員

定数 

  

 
各選挙区において選挙すべき

農業委員会の委員の定数は、おお

むね選挙人の数に比例して、条例

で定めなければならない。 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 選挙区の設置

基準 

二以上の選挙区を設ける場合

には、その分けて設けられるすべ

ての選挙区につき、その区域内の

農地面積が五百ヘクタール以上

となるか、又は基準農業者数が六

百以上となるようにしなければ

ならない。 

同左 同左 同左 同左 同左 

根拠条例・要綱・規則等 農業委員会等に関する法律 
農業委員会等に関する法律施行

令 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

農業委員会等に関する法律施行令 
（選挙区の基準）  
第五条  法第十条の二第二項 の規定により農業委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設ける場合には、その分けて設けられるすべての選挙区につき、その区域内の農地

面積が五百ヘクタール以上となるか、又は基準農業者数が六百以上となるようにしなければならない。 

農業委員会等に関する法律 
 （選挙の単位）  
第十条の二  農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 
 ２  市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、当該農業

委員会の区域を分けて二以上の選挙区を設けることができる。 
 ３  前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数に比例して、条例で定めなければならない。 
 ４  第二項の規定により農業委員会の委員の選挙につき選挙区が設けられた場合において、選挙人の所属の選挙区は、その住所による。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

 

 農業委員は地域の特性を反映する必要がある。 

 

 

 

 

（案）  

 

在任特例期間終了後の農業委員会の選挙による委員の選挙は、選挙区を設ける。 

ただし、選挙区の区域及び各選挙区において選挙すべき委員の定数については、新市において調整する。 

 

        
 

 小委員会確認期日  協議会確認期日  
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＜先 進 事 例＞ 

新市町村名 合併市町村 
合併（予定） 

年月日 
区域面積 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

岩手県 

北上市 
北上市・和賀町・江釣子町 Ｈ３．４．１ 437.55ｋ㎡

新市に1つの農業委員会を置き、3市町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併

後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

また、選任による委員は、農業協同組合及び農業共済組合推薦委員が5人、議会推薦委員5人とする 

東京都 

あきる野市 
秋川市・五日市町 Ｈ７．９．１ 73.34ｋ㎡

新市に1つの農業委員会を置き、2市町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後

1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として存在する。 

兵庫県 

篠山市 

篠山町・西紀町・丹南町・

今田町 
Ｈ１１．４．１ 377.61ｋ㎡

農業委員会については合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は.市町村の合併の特例に関する法律第8条第1頃

第1号の規定を適用し、合併後1年間、引き続き市町の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

埼玉県 

さいたま市 
浦和市・大宮市・与野市 Ｈ１３．５．１ 168.33ｋ㎡

３市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１項第１号の規定を適用し、合併後１年間引続き

新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

東京都 

西東京市 
田無市・保谷市 Ｈ１３．１．２１ 15.85ｋ㎡

農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１

項第１号の規定を適用し、合併後１年間引続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

香川県 

さぬき市 

津田町・大川町・志度町・

寒川市・長尾町 
Ｈ１４．４．１ 169.94ｋ㎡

農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１

項第１号の規定を適用し、平成１４年７月19日まで引続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

香川県 

東かがわ市 
 

引田町・白鳥町・大内町 Ｈ１５．４．１ 153.19ｋ㎡
農業委員会の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１項第１号の規定を適用し、平成16年３月31日まで引続

き新町の農業委員として在任する。 

岐阜県 

山県市 
高富町、伊自良村、美山町 Ｈ１５．４．１ 222.04ｋ㎡

農業委員会の委員の定数及び任期については、新市に一つの農業員会を置き、３町村の農業員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併

の特例に関する法律第8条第１項第１号の規定を適用し、合併後平成15年9月３０日まで引続き新市の農業委員会の選挙による委員として在

任するものとする。 

 山梨県 

南アルプス市 
 

八田村、白根町、芦安村、

若草町櫛形町、甲西町 
Ｈ１５．４．１ 263.46ｋ㎡

農業委員会の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１項第１号の規定を適用し、平成15年11月３０日まで引

続き新市の農業委員会の委員として在任する。 

静岡県 

静岡市 
 

静岡市、清水市 Ｈ１５．４．１ 1,373.85ｋ㎡
新市に一つの農業委員会を置き、両市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第１項第１号の規

定を適用し、合併後１年間引続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

熊本県 

あさぎり町 

上村・免田町・岡原村・須

恵村・深田村 
Ｈ１５．４．１ 159.49ｋ㎡

新町の農業委員会の委員の定数及び任期については、農業委員会等に関する法律に基づき、合併の日から５０日以内に設置選挙を行うこととし、

選挙委員の定数は20名とする。 

長崎県 

対馬市 
 

巌原町・美津島町・豊玉

町・峰町・上県町・上対馬

町 

Ｈ１６．３．１ 708.47ｋ㎡
農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業員会の選挙による委員については、合併後１年間引続き新市の農業委員会の選挙によ

る委員として在職する。なお、選挙による委員の定数は、新市において調整する。また、報酬の額は合併時に調整する。 
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○農業委員の定数基準資料 
（2000年センサス） 

区           分 
町村名 区域面積 

（全域 k㎡） 
農地面積 

（全域 ha） 
農家数 

（10a以上耕作） 
生産法人数 

（10a以上耕作） 
峰山町 ６７．４５ ６５３ ７７１ １ 
大宮町 ６８．９３ ６３１ ６６４ ３ 
網野町 ７５．０７ ５１８ ５１６ ３ 
丹後町 ６４．９６ ４０６ ５３９ ０ 
弥栄町 ８０．３８ ５５１ ５６７ ３ 
久美浜町 １４５．０４ １，１９８ １，４６９ １ 

計 ５０１．８３ ３，９５７ ４，５２６ １１ 
 
 

○近隣農業委員の状況 
H1４．１．1現在 

選 任

町村名 農 業 委 員選 挙
議会推薦 農協推薦 

共済推薦 
綾部市 ３６ ２９ ５ ２ 
舞鶴市 ３３ ２６ ５ ２ 
福知山市 ３０ ２２ ５ ３ 
宮津市 ２３ １８ ３ ２ 

（2000年センサス） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

区           分 
町村名 区域面積 

（全域 k㎡） 
農地面積 

（全域 ha） 
農家数 

（10a以上耕作） 
綾部市 ３４７.１１ ２，１２２ ３，５５５ 
舞鶴市 ３４２.１１ １，１４６ ２，８３１ 
福知山市 ２６４.２４ １，９８６ ３，４５９ 
宮津市 １６９.３１ ５９０ １，１２０ 
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農業委員会委員の定数及び任期に関する法令 
【法令】 
農業委員会等に関する法律 
第3条［設置］ 

市町村に農業委員会を.置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地 （以下「農地」という。）のない市町村には、農業委員会を置かない。 
2   その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。 
3   前項の規定により、その区域を2以上に分けてその区域に農業委員会を置いた市町村にあっては、市町村長は、都道府県知事に承認を受け、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。 
4   前項に規定する市町村にあっては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農

業委員会の区域に含ませることができる。 
5   その区域内の農地面積が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の農業委員会を置かないことができる。 
6   市町村長は、第2項の場合にあっては書く農業委員会の名称及び区域を、第3項又は第4項の場合にあってはその区域に変更があってはその区域に変更があった農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあっ

ては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。 
第7条［選挙による委員］ 

農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、10人から40人までの間で条例で定める。 
2   前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 
第12条【選任による委員］ 

市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 
（1）省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ことに推薦した理事各1人 
（2）当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所挙に属する事項につき学識経験を有する者5人以内 
第15条［委員の任期］ 

選挙による委員の任期は、3年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、

選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなったときはそのなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。 
2   補欠委員は、前任者の残任期間在任する。 
3   選挙による委員は、前条の規定による解任及び第19条の規定による解散の場合を除き、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 
4   第12条の規定により選任された委員は、一般選挙により選任された委員の任期満了の日（選挙された委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日）まで在任する。 
5   第12条の規定により選任された委員のうち団体の推薦にかかるものは、当該委賞を推薦した団体の理事でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。 
第34条［境界の変更の場合の特例］ 

市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続

するものとし、従前の農業委費会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 
2   市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一部を新たにその区域に包括することとなった市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなった区域に従前置かれていた各農業委員会の区域を区域とし

てそれぞれ農業委員会が置かれるときは、従前の農業委員会は、当該区域を区域とする農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 
 
農業委員会等に関する法律施行令 
第2条の2［選挙による委員の定数の基準］ 
農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 
 区        分 定数の基準 

1 （1）その区域内の1,300ヘクタール以下の農業委員会 
（2）10 アール以上の農地につき耕作の業務を営む個人のその区域内にお

ける世帯数及びその面積以上の農地につき耕作の業務を営むその区域内

に住所を有する農業生産法人の数の合計数が1,100以下の農業委員会 

２０人以下 

2 1の項及び3の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 

3 その区域内の農地面積が 5、000 ヘクタールを超え、かつ、基準農家数が

6,000を超える農業委員会 
４０人以下 
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市町村の合併に関する法律 
 
第8条［農業委員会の委員の任期等に関する特例］ 

市町村の合併の際合併市町村の農業委員会の選挙による委員で当該市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては 80 を超

えず10を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては40を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員と

して在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超え

るときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。 
 
（1）新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後1年を超えない範囲で当該協議で定める期間 
（2）他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間 
 
2   前項の場合においては、農業委員会等に関する法律第7条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべて

なくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数にいたるまで減少するものとする。 
 
3   農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を2以上に分けてその区域に農業委員会を置く場合又は同法第53条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市（以下［指

定都市］という）である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34 条の規定の適用がある場合を除いて、前2 項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合に

おいては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。 
 
4   第6条溝8項の規定は、第1項の協議について準用する。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 19-28 農林水産業の取扱い 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 1 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 国営事業負担金 

 

 

規定償還⇒３年据え置き１２年元利金等年賦償還の１５年償還（年利５％） 

東部地区⇒平成15年4月1日償還開始 

西部地区⇒平成13年7月31日償還開始 

 

 

負担額  ２３６，０００千円 

町有地負担分     ０千円 

 

負担額  ４１０，０００千円

町有地負担分 ５，０００千円

 

負担額  ５５８，０００千円

町有地負担分 １，０００千円

償還済み  ６２，０００千円

（西部）  

 

負担額  ２０３，０００千円

町有地負担分     ０千円

 

負担額  ９００，０００千円

町有地負担分１６，０００千円

 

負担額  ５４１，０００千円 

町有地負担分     ０千円 

償還済み １００，０００千円 

（西部） 

 

・町負担金 

（Ｈ14.10.1現在） 

 

 

  

 計  ２３６，０００千円 

 

 

 計  ４１５，０００千円

 

 

 計  ４９６，０００千円

 

 

 計  ２０３，０００千円

 

 

 計  ９１６，０００千円

 

 

 計  ４４１，０００千円 

 

 
 

  ＜参考＞ 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

農地造成 ２２０，０００千円 

区画整理  ５５，０００千円 

 

農地造成 ３３１，０００千円

区画整理 １８５，０００千円 

 

農地造成 ５７８，０００千円

区画整理  ８０，０００千円

償還済み  ５８，０００千円

（西部） 

農地造成 ８５，０００千円

区画整理  １，０００千円 
農地造成 ７４３，０００千円

区画整理 ２０９，０００千円 

 

農地造成 ５９７，０００千円 

区画整理 １３７，０００千円 

償還済み ７２７，０００千円 

（西部） 

 受益者負担金 

（Ｈ14.10.1現在） 

 

 

計  ２７５，０００千円 計  ５１６，０００千円

 
計  ６００，０００千円

 
計  ８６，０００千円

 
計  ９５２，０００千円

 
計  ７，０００千円 

根拠条例 峰山町国営丹後土地改良事業負

担金徴収条例・施行規則 
大宮町国営丹後土地改良事業負

担金徴収条例・施行規則 
網野町国営丹後土地改良事業負

担金徴収条例・施行規則 
丹後町国営丹後土地改良事業負

担金徴収条例・施行規則 
弥栄町国営丹後土地改良事業負

担金徴収条例・施行規則 
久美浜町国営丹後土地改良事

業負担金徴収条例・施行規則 
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 峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２８  農林水産業の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 １ 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 

 

１ 国営事業負担金 

 

   新市に引き継ぐ 

 

 

 

 

 

  

 

      

     

 

 

１ 国営事業負担金 

  

造成面積等による負担金の差異 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№1） 

合併協定項目 19-28 農林水産業の取扱い 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 1 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 入植者対策事業 

（町単独事業） 

 

 

 

○峰山町営農者入植促進対策補

助事業 

・事業内容 

営農者確保のため営農者に小

作料の一部を補助  

（地主以外の営農者） 

・14年度予算額  

６００千円 

 

○峰山町新規入植者住宅支援補

助事業 

・事業内容 

新規入植者に住宅家賃の補助  

（町外からの新規就農者） 

・14年度予算額 

 １２０千円 

・根拠条例 

 峰山町国営団地新規就農者住

宅支援補助金交付要綱 

 

‾ 

 

 

‾ 

 

 

‾ 

 

 

○弥栄町町外入植希望登録制度 

・制度内容 

営農者の確保を図るため、要件に

該当する入植希望者を登録 

（現在12家族入植） 

・根拠条例 

 弥栄町国営農地開発事業町外入植

希望者等登録制度実施要領（平成

元年11月24日より適用） 

 

○貸付用農家住宅整備事業 

・事業内容 

営農者確保のための住宅整備 

（要件に該当する町外入植者） 

・14年度予算額 

１,２８６千円 

・根拠条例 

農家用貸付住宅施設の設置及び管

理に関する条例 

 

‾ 

 

 

３ 土づくり対策事業 

（町単独事業） 

 

 

‾ 

 

 

○大宮町土づくり対策補助事業

・事業内容 

国営事業で造成した畑地の生

産性の向上を図る 

（営農組合へ） 

・14年度予算額 

１,８２８千円 

・根拠条例等 

国営農地開発地力増進対策事

業補助金交付要綱 

 

○網野町土づくり対策補助事業 

・事業内容 

国営造成畑、砂丘畑、基盤整備田等

における土づくりを支援 

（ＪＡから堆肥を購入した営農者） 

・14年度予算額 

１,０００千円 

・根拠条例等 

網野町土づくり促進対策事業補助金

交付要綱 

 

‾ 

 

 

‾ 

 

 

‾ 

 

 
４ 団地維持補修、災害復

旧対応等 

 

 

原則丹後土地改良区対応 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２８  農林水産業の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 １ 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 

２ 入植者対策事業（独自事業） 

 

  合併時に一旦事業を廃止し、京都府ふるさとのあすをひらく新規就業支援事業を活用し、新市において住宅確保、

研修支援の入植者支援事業を実施する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土づくり対策事業（独自事業） 

 

  有機農業推進のため、新市において、土づくり事業を実施する。 

  事業内容は、新市において調整する。 

 

      

  

 

 

 

 

 

４ 団地維持補修、災害復旧対応等 

 

   現行のまま、新市に引き継ぐ。 

 

２ 入植者対策事業（独自事業） 

 

 峰山町・弥栄町で事業を実施している。 

 

 峰山町・・・小作料補助、住宅支援補助 

 弥栄町・・・町外入植者登録制度、貸付用農家住宅整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土づくり対策事業（独自事業） 

 

 大宮町・網野町で実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 団地維持補修、災害復旧対応等 

 

 各町同一の扱いである。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 19-28農林水産業の取扱い 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 1 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 団地別開発状況 

（Ｈ14.10.1現在） 

①団地数（東部地区） 

団地数（西部地区） 

 

 

6 団地 

             － 
5 団地

             －

11 団地

1 団地

5 団地

             －

12 団地

             －

 

 

 － 

12 団地 

  

②造成面積（東部地区） 

換地面積 

植栽面積 

 

56.58 ha 

45.61 ha 

42.32 ha 

82.14  ha

65.97  ha

63.77  ha

131.42 ha

102.49 ha

98.64 ha

23.95 ha

18.53 ha

16.43 ha

202.35 ha

152.31 ha

142.96 ha

             

 － 

造成面積（西部地区） 

換地面積 

植栽面積 

             －              －
17.00 ha

13.86 ha

12.72 ha

             －              －
155.46 ha 

122.33 ha 

117.09 ha 

③幹線道路 

地区内 

地区外 

全延長 

607 ｍ 

850 ｍ 

1,457 ｍ 

4,067 ｍ

1,180 ｍ

5,247 ｍ

1,825 ｍ

75 ｍ

1,900 ｍ

             －
5,047 ｍ

3,783 ｍ

8,830 ｍ

1,021 ｍ 

10 ｍ 

1,031 ｍ 

④支線道路Ａ 

地区内 

地区外 

全延長 

 

2,867 ｍ 

347 ｍ 

3,214 ｍ 

569 ｍ

373 ｍ

942 ｍ

東部地区･西部地区合計

4,138 ｍ

753 ｍ

4,891 ｍ

1,809 ｍ

3,202 ｍ

5,011 ｍ

3,963 ｍ

429 ｍ

4,392 ｍ

 

5,707 ｍ 

4,195 ｍ 

9,902 ｍ 

⑤支線道路Ｂ 

地区内 

地区外 

全延長 

 

386 ｍ 

0 ｍ 

386 ｍ 

2,650 ｍ

300 ｍ

2,950 ｍ

東部地区・西部地区合計

4,059 ｍ

692 ｍ

4,751 ｍ

524 ｍ

210 ｍ

734 ｍ

3,810 ｍ

553 ｍ

4,363 ｍ

 

2,919 ｍ 

1,061 ｍ 

3,980 ｍ 

 

⑥区画整理面積 

換地面積 

 

 

9.86 ha 33.44 ha 14.53 ha 0.18 ha 37.85 ha

 

 

24.47 ha 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２８  農林水産業の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 １ 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№1） 

合併協定項目 19-28 農林水産業の取扱い 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 1 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

 

＜Ｈ14・10・1現在＞ 

 宮津市を含む１市６町の国営農地開発事業の受益者により組織され、設置された施設の維持管理を行う組織 

 ・名称          丹後土地改良区 

・土地改良区の所在地   京都府中郡峰山町字丹波825-1 

 ・組合員数        ２,０９９人（宮津市 ７名 ・峰山町 ２００名 ・大宮町 ３６２名 ・網野町 ３３１名 ・丹後町 １３３名 ・弥栄町 ６３３名 ・久美浜町 ４３３名） 

 ・地区面積        農地造成     区画整理 

東部地区        517.49 ha   106.72 ha 

西部地区        172.46 ha    27.80 ha 

・経常賦課金       ２,０００円/10ａ 

 

 

 

 

＜Ｈ14・10・1現在＞ 

工  種 東部地区 西部地区 合  計 

貯水池 １７箇所 ７箇所 ２４箇所

井戸 １０箇所 ７箇所 １７箇所

揚水機 ３６箇所 １８箇所 ５４箇所

渓流取水口 １７箇所 ３箇所 ２０箇所

送水路 ３７.５ｋｍ １２.１ｋｍ ４９.６ｋｍ

ファームポンド ３３箇所 １３箇所 ４６箇所

幹線 １７．５ｋｍ １.０ｋｍ １８．５ｋｍ

支線 ３０．７ｋｍ １５．７ｋｍ ４６．４ｋｍ

防災施設（沈砂池等） １１９箇所 ４１箇所 １６０箇所

畑かん施設 ３８２.４ｈａ １２９.８ｈａ ５１２.２ｈａ

 

 

 

２ 丹後土地改良区 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土地改良区管理施設 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２８  農林水産業の取扱いについて 整理番号  専門部会名 農林水産部会 

分    類 １ 農業の取扱い   国営農地開発事業 分科会名 農業分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

  
丹後国営農地開発事業概要図 

郷１

鹿野１

鹿俵野 

浦 明

大井 

壱 分

女 布
永留１

永留５
栃谷２ 永留２ 

永留７

新庄１

谷 

永 留 ６

郷２

郷４

郷３

小西１ 
二 箇

鹿 野鹿 野五 箇

中ノ谷

大 野
三 坂

周 枳

内 記

矢 田

芋 野

堤 

奈 具 岡

黒 部

橋 木

島 津 ５

島津２

島津３

掛津 島津４

鳥取１
井 辺

三津

高 山

吉永矢畑 

遠 下
宇川２ 

宇川１ 

和田野

鳥取２３

鴨谷

坂 野

木 橋 ２

上 野
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 19-29 商工観光事業の取扱い 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 1 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 久 美 浜 町 

不況対策 常設 不況対策 常設 常設 １ 融資制度    

峰山町不況対策特別融資制度 大宮町中小企業経営安定化融資制度 大宮町不況対策緊急融資制度 網野町商工業振興融資制度 久美浜町小規模融資制度 

融資対象者 町内に住所を有し事業を行っている個人

事業者及び所在地を有する法人事業者

で、１年以上同一事業を営む者 

町内に事業所を有する中小事業者で、１

年以上同種事業を営む者 

町内に事業所を有する中小事業者で、１

年以上在住し同種事業を営む者 

信用保証の対象業種であり、１年以上商工

業を営む者 

発展に熱意を持っており、返済が確実と

認められるもの 

資金使途 設備資金・運転資金、 設備資金・運転資金 不況対処事業資金 設備資金・運転資金 設備資金・運転資金 

融資額 

 

１企業 １，０００万円以内 

ただし、賃機業者は３００万円以内 

上記は融資減残含む 

１企業 ５００万円以内 １企業 １００万円以内 １企業 ５００万円以内 

保証協会保証を要するものは３００万円

以内（一部除く） 

設備資金 １企業５００万円以内 

運転資金 １企業２００万円以内 

融資期間 設備資金：７年 据置期間６ヶ月 

運転資金：５年 据置期間６ヶ月 

設備資金：７年以内 据置期間６ケ月 

運転資金：５年以内 据置期間６ケ月 

平成１３年１１月２６日から平成１４

年３月８日５年以内 据置期間６ヶ月 

設備資金：７年以内 据置期間６ケ月 

 保証協会保証を要するものは５年以内 

「6ヶ月」 

運転資金：５年以内 据置期間６ケ月 

 保証協会保証を要するものは３年以内 

「6ヶ月」 

５年以内 据置期間６ヶ月 

融資利率 ２．５％ 京都府融資制度一般事業資金（マル府一

般）利率を準用 

２．６％ ３．０％ 金融機関等が定める貸付利率に対して行

う利子補給率(２．５％以内)を減じた利

率とする 

ただし､当該利率は､京都府中小企業振興

融資制度の事業資金を限度とする 

返済方法 均等または不均等返済 元金均等償還 均等返済 均等月賦返済 元金均等償還 

保証人担保 金融機関との相談により決定 金融機関が認める保証人１人以上、担保

の求め必要に応じあり 

保証協会保証付与（必要に応じて） 信用保証 原則として保証協会の保証必

要 

保証人  原則として連帯保証人１名以

上 

担保   無担保 事情に必要 

保証人は、２人以上 必要に応じ担保又

は京都信用保証協会の保証必要に応じあ

り 

融資条件等 町税等の滞納がない事業者 町税等の滞納がない事業者 町税等の滞納がない事業者 原則として町税等の完納者 町税の完納者であること 

預託金 ― 融資実行額の２０％を融資取扱金融機関

に預託 

― 金融機関と調整 ― 

根拠条例等 峰山町商工業者不況対策特別融資要綱 大宮町中小企業経営安定化融資制度要綱 大宮町不況対策緊急融資要綱 網野町商工業振興融資制度要綱・細則 久美浜町小規模融資要綱 

 

 

13年度実績 ３４件 ２１３，３００，０００円 ０件 ２件 ２，０００,０００円 １件 ５，０００，０００円 ０件 

 
 



 1

  

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２９  商工観光事業の取り扱いについて 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 １ 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 

１ 融資制度 

 

合併時に一旦廃止し、新市に移行後、国府の融資制度に係る状況を見極めながら、実効性ある融資制度の検討

を行う。 

  ただし、合併前に各町の制度により決定した融資については、新市に引継ぐ。 

   

   

 

 

１ 融資制度 

 

峰山町、大宮町、網野町、久美浜町で融資制度を持っている。 

融資制度については、金融機関との調整が必要。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 19-29 商工観光事業の取扱い 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 1 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 信用保証

料補助制度 

常設 常設 常設 不況対策 常設 常設 常設 

制度名 峰山町信用保証料補給金交付

制度 

大宮町信用保証料補助金制度 網野町信用保証料補助金 網野町信用保証

料補助金の特例

丹後町信用保証料補助金制度 弥栄町信用保証料補給金交

付制度 

久美浜町信用保証料補助金 

支給対象者 町内に１年以上居住し、創業１

年以上経過していること 

町内に事業所を有する中小事

業者で、１年以上居住している

こと 

 中小企業者及び組合 同左 町内に事業所を有する中小事業者

で、１年以上居住してる者 

町内に在住し、事業所を有

する中小事業者 

小規模事業者組合(特に町長が認

めるもの) 

対象融資 限定なし 同左 京都府中小企業融資制度 

網野町商工業振興融資制度 

同左 京都府中小企業融資制度 

京都府産地中小企業対策融資制度

京都府中小企業融資制度 

政府系金融機関融資制度 

その他機関融資制度 

 

京都府中小企業融資制度 

 

本

則 

 

融資額 補助率

１００万円以下 １００％

３００万円以下 ７０％ 

５００万円以下 ５０％ 

１，０００万円以下 ３０％ 

1,000万円以上は保証料の 

1,000万円相当額の30％ 

 

融資額 補助率

１００万円以下 ５０％ 

２００万円以下 ４０％ 

３００万円以下 ３０％ 

４００万円以下 ２０％ 

５００万円以下 １０％  

 

融資額 補助率 

１００万円以下 ５０％ 

３００万円以下 ４０％ 

５００万円以下 ３０％ 

２，０００万円以下 ２０％ 

2,000 万円を越える場合は

2,000万円以下として取扱い 

 

網野町信用保証

料補助金交付要

綱の別表の補助

率に１．５を乗じ

て得られた額 

 

１件１，０００万円を上限とする。

 

１，０００万円を超えるもの 

（１，０００万円÷対象融資額）

×３０％以下 

融資額 補助率 

１００万円以下 ８０％以下

３００万円以下 ６０％以下

５００万円以下 ４０％以下

１，０００万円以下 ３０％以下

 

融資額 補助率

３５０万円以下 ５０％ 

 

当該年度において２以上の

補給対象がある場合は、補

給金の多い方１件限り 

 

融資額 補助率 

５０万円以下 １００％ 

１００万円以下 ５０％ 

２００万円以下 ４０％ 

３００万円以下 ３０％ 

３００万円以上 ２０％ 

補助率 

 

附

則 

 

― 

 

平成13年度分以降は附則対応

融資額 補助率

１００万円以下 ８０％ 

３００万円以下 ６０％ 

５００万円以下 ５０％ 

１，０００万円以下 ３０％ 

1,000 万円超過の場合保証料の

１千万円相当額の30％ 

 

中小企業経営強化特別融資の連鎖

倒産防止資金を受け倒産関連企業

者として町長の認定を受けた者  

融資額 補助率 

１００万円以下 １００％ 

３００万円以下 ８０％ 

５００万円以下 ６０％ 

２，０００万円以下 ４０％ 

 

― 

 

 

― 

 

― 

 

平成7年4月１日以降は附則対応 

 

 

 

 

融資額 補助率 

５０万円以下 １００％ 

１００万円以下 ７５％ 

２００万円以下 ６０％ 

３００万円以下 ４５％ 

３００万円以上 ３０％ 

13年度実績 108件 

5,888,761円 

47件 

2,360,000円 

― 29件 

2,055,600円 

68件 

4,013,000円 

3件 

89,000円 

43件 

2,219,000円 

根拠条例等 峰山町信用保証保証料補給金

交付要綱 

大宮町信用保証料補助金交付

要綱 

網野町信用保証料補助金交付要綱

 

網野町信用保証

料補助金交付要

綱の特例を定め

る要綱 

丹後町信用保証料補助金交付要綱 弥栄町小規模事業者融資に

対する保証料補給金交付要

綱 

久美浜町信用保証料補助金交付

要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２９  商工観光事業の取り扱いについて 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 １ 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

２ 信用保証料補助制度 

 

中小企業金融対策として必要な制度であり、新市において制度の一元化を図り実施する。 

  補助率等については、国府の融資制度に係る状況を勘案して決定する。 

 

 

 

 

 

 

２ 信用保証料補助制度 

 

 ６町とも信用保証料補助制度を持っている。 

 補助内容に差異がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 19-29 商工観光事業の取扱い 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 1 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 

３ 利子補給制度 常設 常設 常設 不況対策 

 制度名 峰山町中小企業経営安定対策利子補給制度 １ 大宮町中小企業者等緊急利子補給制度 

 

２ 倒産関連企業防止にかかわる融資に対する利子補給制

度  

１ 機業倒産関連特別融資利子補給金 

２ 網野町転業資金利子補給金 

３ 網野町店舗新築改善資金利子補給金 

４ 網野町機業設備改善資金利子補給金 

５ 網野町鉄工設備改善資金利子補給金 

６ 網野町宿泊施設改善資金利子補給金 

網野町不況対策利子補給金 

 対象融資制度 府、政府系金融機関の融資制度及び金融安定化

特別保証制度に基づく融資 

１ 府、政府系金融機関による融資制度、大宮町の融資制度

２ 京都府融資制度のうちマル診制度に規定する連鎖倒産

防止資金 

１ 京都府中小企業経営強化特別融資制度（連鎖倒産防止資金に限

る）、京都府中小企業振興融資制度（一般事業資金のうち連鎖倒

産防止資金に限る）、網野町商工業振興融資制度 

２ 限定なし 

３～６ 町内の金融機関 制度限定なし 

１～５ 既存の制度のとおり 

６ 京都府産地中小企業対策融資制度 

（設備・作業環境改善） 

７ 京都府産地中小企業対策融資制度 

（特別対策） 

８ 町長が認める制度 

①政府系金融機 ②町内金融機関 ③京都府中小企業融資制度 ④網野町

商工業振興融資制度 

 

 

対象資金 

 

設備・運転 １ 設備・運転 

２ 運転資金 

１・２ 設備・運転  ３～６ 設備 ６ 設備  ７ 設備・運転 

８ 織物業者及び織物関連業者 設備 

  網野町商工業振興融資制度 設備・運転 

 対象融資限度

額 

製造業    運転資金 ３，０００万円 

       設備資金 ８，０００万円 

製造業以外  運転資金 １，５００万円 

       設備資金 ６，５００万円 

１ 特に定めなし 

２ １，０００万円 

１ ２，０００万円  ２ １，０００万円 

３ ２，０００万円  ４   ３００万円 

５ ４，０００万円  ６ ２，５００万円 

６ ２，０００万円  ７ ３，０００万円 

８ 織物業者及び織物関連業者 

 ① １，０００万円  ② ５００万円 

 ③ ２，０００万円  ④ ５００万円 

２つ以上の融資の場合２，０００万円（５除く） 

 末端金利 １.８％ 

織物業・Ｏ－１５７対策・Ｎ号対策 １．７％ 

無担保無保証（緊急特小・同別枠）１．５％ 

１ １．０％ 

２ ５．０％以上、６．５％以上は６．５％ 

１～２ ３．５％   

３～５ ４．０％  ６ １．５％ 

１～５ ６～８ １．０％ 

ただし８ 町内金融機関 １．５％ 

 補助率 ２．５％ 

補給限度額 １企業あたり１００万円 

１ ２．０％ 補助限度額 ５万円（但し、町融資に係るも

の別枠で５万円） 

２ 支払利息の２分の１相当額 

１～２ ３．０％  ３ １．５％ 

４ １．０％  ５ １．５％ 

６ ３．０％ 

１・６・７ ２．０％  ２～５ ３．０％ 

８ 織物業者及び織物関連業者 

 ① ３．０％  ② ２．５％ 

 ③ ３．０％  ④ ２．０％ 

 補給年数等 運転資金５年 設備資金７年 １ 特に定めなし 

２ １年間 

１～６ 利子支払い後３年間 同左 

 根拠条例等 峰山町中小企業経営安定対策利子補給金交付

要綱 

１ 大宮町中小企業者等緊急利子補給金交付要綱 

２ 倒産関連企業防止にかかわる融資に対する利子補給要

綱  

１ 機業倒産関連特別融資利子補給金交付要綱 

２ 網野町転業資金利子補給要綱 

３ 網野町店舗新築等資金に係る利子補給要綱   

４ 網野町機業設備改善資金利子補給要綱   

５ 網野町鉄工設備改善資金利子補給要綱   

６ 網野町宿泊施設改善資金利子補給要綱 

網野町不況対策利子補給要綱 

 １３年度実績 ２４７件 １５，７５１，８１８円 １ ２０７件 ５，０２３，０００円 

２ ０件 

１～５ ０件網野町不況対策利子補給要綱での対応   

６ １９件 ２，８１３，０６９円 

３ １3件 ９６５，５４０円 

４  ３件  ４２，２３６円 

８ その他京都府中小企業融資制度   ２件  ４８，４９１円 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２９  商工観光事業の取り扱いについて 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 １ 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

３ 利子補給制度 

 

中小企業金融対策として必要な制度であり、新市において制度の一元化を図り実施する。 

  補助率等については、国府の融資制度に係る状況を勘案して決定する。 

  ただし、合併前に各町の制度により、決定した利子補給については、補給期間の終了まで新市に引き継ぐ 

  （補給期間の制限をしていない、大宮町においては、合併時までに補給期間を定めておくものとする。） 

 

 

３ 利子補給制度 

 

６町とも利子補給制度を持っている。 

 補助内容に差異がある。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

 

合併協定項目 19-29 商工観光事業の取扱い 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 1 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

現                   況 

項    目 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 利子補給制度 常設 不況対策 常設 常設 不況対策 

 制度名 １ 丹後町中小企業経営安定基金融資利子補給制度 

２ 丹後町企業活性化対策利子補給金交付制度 

３ 経営強化特別資金融資利子補給金制度 

４ 丹後町事業転換対策資金融資利子補給金交付制度 

丹後町不況対策緊急利子補給制度 

常設の１～４の制度に加え 

５ その他 

１ 弥栄町商工貯蓄共済還元資金に対する利

子補給制度 

２ 弥栄町地域産業振興補助金交付制度 

１ 久美浜町開業資金利子補給補助金

２ 久美浜町店舗・民宿近代化利子補

給補助金 

１ 久美浜町不況対策利子補給補助金 

２ 久美浜町経済環境等対応特別融資利子補給 

３ 久美浜町絹織物用織機共同廃棄つなぎ融資利子補給

制度 

 対象融資制度 １ 丹後町中小企業経営安定基金融資 

２ 京都府中小企業融資制度、政府系融資制度により町内金融

機関から融資 

３ 京都府中小企業融資制度の経営強化特別対策融資制度「連

鎖倒産防止資金」・「緊急経営支援資金」 

４ 町内金融機関から融資 

常設１～４左記のとおり 

５ 丹後町企業活性化対策利子補給金

交付制度及び経営強化特別資金融

資利子補給金制度以外の京都府中

小企業金融制度 

１ 商工会が斡旋した商工貯蓄共済還元資金

の融資 

２ 府、政府系金融機関の融資制度、町内金

融機関からの融資 

１ 制度規定なし 

２ 制度規定なし 

１ 京都府中小企業融資制度、久美浜町小規模融資制度

及び政府系資金 

２ 京都府中小企業経済環境等対応特別融資制度及び中

小企業倒産対策緊急融資制度による融資 

３ 丹後工業組合からのつなぎ融資制度 

 

 

対象資金 

 

１ 運転・設備  ２ イ 設備近代化  ロ 協同事業 

３ イ連鎖倒産防止資金 ロ緊急経営支援資金 

４ ①土地等取得及び造成工事の経費  ②工場・店舗等の建

築、増改築又は改装工事経費 ③機械設備の経費（リース

含） 

常設１～４左記のとおり 

５ 運転 

１ 設備・運転 

２ 販売店舗、製造・販売店舗の新築及び改

築 

１ 設備､運転 

２ 新築及び増改築、建物の付帯設備、

業務用機器 

１ 設備投資 

２ 運転資金・設備 

３ 運転資金 

 対象融資限度

額 

１ 融資限度額出捐金の５倍以内で最高５００万円 

２ イ５，０００万円 ロ２，０００万円 構成員５００万円

３ イ５，０００万円  ロ２，５００万円 

４ ５，０００万円 

常設１～４左記のとおり 

５ ２，５００万円 

１   ２００万円 

２ ３，０００万円 

１  1，０００万円 

２   ５００万円 

１ ２００万円 

２ 規定なし 

３ 規定なし 

 末端金利 １ 無し  ２ ４．５％  ３イ ３．５％  ロ ４．５％

４ ４．５％ 

１ ２．５％  ２ １．０％   

３ １．０％  ４ １．０％   

５ １．０％ 

 １ ２．５％ 

２ ２．０％ 

１ １．０％ 

２ 規定なし 

３ 規定なし 

 補助率 １ １．５％  ２ ２．０％ 

３イ ３．０％  ロ ２．０％  ４ ２．０％ 

１ ２．５％  ２ ２．０％   

３ ２．０％  ４ ２．０％   

５ ２．０％ 

１ １，０００分の５を乗じて得た額 

 ２以上の補給対象がある場合は多い方１件

２ １００分の２を乗じて得た額（補給金の

多い１件のみ） 

１ ３．０％ 

２ ２．０％ 

１ ３．０％以内 

２ ５．５％以内 

３ ７．０％以内 

 補給年数等 １ 毎年  ２～４ ３年間 ５ ３年間 １ 毎年 

２ 開始年度を含め３年間 

１ 借入後３年以内 

２ 当初の利子支払い開始後3年以内

１ ４月１日～３月３１日 

２ 融資を受けた日から１年以内 

３ つなぎ融資を受けた日からその年度の末日 

 根拠条例等 １丹後町中小企業経営安定基金協会融資利子補給金交付要綱 

２丹後町企業活性化対策融資利子補給金交付要綱 

３丹後町企業経営強化特別資金融資利子補給金交付要綱 

４丹後町事業転換対策資金融資利子補給金交付要綱 

丹後町不況対策緊急利子補給要綱 １弥栄町商工貯蓄共済還元資金に対する利子

補給金交付要綱 

２弥栄町地域産業振興補助金交付要綱 

１ 久美浜町開業資金利子補給金交付

要綱 

２ 久美浜町店舗･民宿近代化利子補

給交付要綱 

１ 久美浜町不況対策利子補給金交付要綱 

２ 久美浜町経済環境等対応特別融資利子補給交付要綱 

３ 久美浜町絹織物用織機共同廃棄つなぎ融資利子補給

金交付要綱 

 １３年度実績 １ ２７件 １３５，０００円 

２ ２３件 １，１３５，０００円  

３ ５８件 １，６３１，０００円  ４ ０件 

５６件 ８９０，０００円 １ ７件 ６，０３２円 

２ ０件 

１  １件    ３８，０００円 

２ ２１件 １，１５１，０００円 

１ １９件 ６３０，０００円 

２  ０件 

３  ０件 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２９  商工観光事業の取り扱いについて 整理番号  専門部会名 商工観光部会 

分    類 １ 商工事業の取扱い    金融制度 分科会名 商工分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 

（つづき） 

３ 利子補給制度 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 

３ 利子補給制度 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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